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 【日司政連からのお願い】 政連会費をより有効に活用したい。 ⇒ そこで、皆様のメールアドレスを各単位司政連へご連絡ください。  
平成２３年４月１６日東京・元赤坂の明治記念館において「新たな躍動―底力の結集―のテーマを掲げて開催された。 
□ご出席頂いた来賓紹介 

      法務大臣                          江田 五月様 
      国家公安委員長・拉致問題担当大臣              中野 寛成様 
      衆議院予算委員会委員長                   中井  洽様 
      公明党国会対策委員長                    漆原 良夫様 
      みんなの党代表                       渡辺 喜美様 
      民主党東京都総支部連合会長                 加藤 公一様 
      公明党法務部会会長                     大口 善徳様 
      公明党本部 総合センター 選挙・団体総局主事 

      団体渉外委員会部長              山岸 順次様 
      司法書士制度推進議員連盟幹事長塩崎恭久様代理        清水 洋之様 
 日本司法書士会連合会会長   細田 長司様   日本司法書士会連合会副会長        井上 利博様 
 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会会長        平野 政則様 
 東京司法書士会会長・関東ブロック司法書士協議会会長  小村  勝様 
 全国青年司法書士協議会会長  後藤 力哉様     東京司法書士協同組合副理事長   大竹  由美子様 
 渉外司法書士協会副会長      吉川 節子様        全国司法書士女性会会長      大城   節子様 
 東京青年司法書士協議会会長    濱口 宏明様        日本司法書士政治連盟名誉会長   山口   達夫様 
  
□ 田嶋規由会長挨拶要約 

 日本の復興・復旧に向けて大変ご多忙のところ、江田法務大臣をはじめ各党の有力な議員の先生方の出席をいただ

き、お礼申し上げる。先生方には司法書士制度に大きな期待と信頼をいただき政連活動の大きな支えになっている。 
と述べた後、 
被災地から、会長・代議員全員出席いただき感謝申し上げる。東日本大震災の余震が続きさらに放射能汚染の不安と

混乱が続いている。被災地の方々は日常生活を取り戻すべく必死になっている。支援型、身近な法律家を自認してい

る我々司法書士は被災者への法的支援環境を構築し長期にわたる活動が求められている。今、日本は最大の試練に直

面している、この国難を全員一致、総力をあげて打破しなければならない。 
 この十年間の制度改革、司法制度改革をとおして中核業務である登記における司法書士の権限・専門性の強化を基

本に紛争回避・紛争予防の司法支援型の法律家を目指してきた。弁護士との併存・共存し国民の司法アクセスを支え

る同心円型の法律家制度を構築することにある。 
 

第４１回定時大会会長声明 
第４１回定時大会に向け、準備をしている最中、３月１１日東日本大震災が東北関東地方を襲いました。 

 巨大地震・大津波そして原発事故の三重の被害が加わり、今後の復興への道のりは大変厳しく困難が予想されます。

その中においても、被災者は苦しさ・辛さを噛みしめながら懸命に日常生活を取り戻すべく一歩を踏み出しています。

頑張れ日本、頑張れ被災者の声援の下、義援金・ボランティア活動の輪が広がり、日本のみならず世界各地から復興

を願い、支援協力の手が差し伸べられています。 
 身近な司法を担い、支援型法律家を自認する私たち司法書士は、その真価が問われています。被災者の生活基盤の

確保と生活再生に向け、その一翼を総力で支えていく覚悟が求められています。今こそ行動しなければなりません。 
 被災地は広域にわたり、復旧・復興への道は長期化が想定されます。地元の仲間の司法書士は手負いの状態のなか、

自らの事務所等の再建と被災者の法的支援に向けて必死に頑張っています。被災地外の司法書士は被災地の仲間と連

携し一丸となって期待される使命と責任を果たさなければなりません。そのための体制「組織」を早急に準備しなけ

ればなりません。 
日司政連は各単位政連と連携し、日本司法書士会連合会と相呼応し、東日本大震災における司法書士の長期かつ継続

的な救援復興活動を組織的に支えていく所存です。 
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被災者が復興のための住宅の建築や取得等に伴う登記の登録免許税の非課税措置等の特別立法措置、司法書士の法

的支援活動を行政・自治体が後方支援できる体制と方策の確保、法テラスとの連携・協力をはかり物心ともに支えて

いく体制の構築等が、今こそ求められています。特に法テラスについては「司法アクセスの充実」という当初の立法

趣旨に立ち戻り、訴訟型相談に傾斜している現状から、紛争回避予防型の司法書士相談が十全に機能するよう窓口を

広げていく柔軟な対応をその立法化をも視野に入れ求めていく所存です。 
以上、私は日本司法書士政治連盟会長として、全ての関連団体と協同し、罹災に関連する特別立法措置の迅速な制定

を含め、被災者救済復興のために、不退転の決意で取り組むことをここに表明いたします。 
□  定時大会で選任された新 役 員 名 簿 （ブロック会長＝副会長 8名を除く）   

               

     会 長      単位司政連の推薦があるもの     

  

          田 嶋 規 由 （静 岡）      

          

     副会長      単位司政連の推薦があるもの   

      

     伊 藤 幸 男 （千 葉） 鈴 木 誠 一 （愛 知）  

           手 塚 孝一郎 （栃 木）  徳 竹 春 近 （長 野）   

          

           規約第７条第３項による指名     

           

     （会長代行）    芝   将 宏 （東 京）       

      山 北 英 仁 （東 京） 三 好 千江子 （神奈川）  

    

       幹事長       規約第７条第３項による指名       

          

            安 井 利 国 （東 京）      

          

      幹事長代理    規約第７条第３項による指名       

          

             伹 木 康 時 （東 京）      

          

       副幹事長      単位司政連の推薦があるもの       

          

           石 塚 貞 通 （千 葉）      遠 藤 雅 明 （東 京）  

                       太 田 悦 子 （神奈川）      大 野 寿 之 （東 京）   

           鎌 田 克 一 （東 京）      黒 河 貴 司 （大 阪）   

           関 根   信 （福 島）      中 里   功 （静 岡）   

          羽 生 丈 夫 （茨 城）    藤 井 浩 一 （神奈川）   

           山 下 高 広 （長 野）      

          

              規約第７条第３項による指名       

          

         上 本   博 （大 阪）    小 野 宜 雄 （群 馬）   

       立 本 宗 一 （東 京）      山 中 保 男 （栃 木）   

   

        役員選挙規則第１６条第２項による指名     

  

     片 柳   洋 （栃 木）      

          

      監 事   単位司政連の推薦があるもの  

      

    志渡澤 正 和 （静 岡）   丸 田 献次郎 （長 野）   


